
１１ 教育職員免許状の取得について 
 
ⅠⅠ  教教育育職職員員免免許許法法及及びび教教育育職職員員免免許許法法施施行行規規則則のの概概要要  
１ 教育職員免許法で定める普通免許状を取得するための所要資格 

 備考 
（１） 表にある単位数に加えて，日本国憲法２単位，体育２単位，外国語コミュニケーション２単位，数理，

データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作２単位が必要である。 
（２） 小学校又は中学校教諭の免許状を取得する場合は，上記の表及び備考（１）に加えて，「介護等体験

（特別支援学校において２日間，社会福祉施設等において５日間，計７日間）」が必要である。 
    なお，介護等体験の履修要領については，次ページを確認すること。 
 
 
２ 教育職員免許法施行規則で定める「教科及び教職に関する科目」の要件 

免許状の種類 
科目の区分 

大学において修得することを必要とする最低単位数 

小学校教諭 
一種免許状 

中学校教諭 
一種免許状 

高等学校教諭 
一種免許状 

幼稚園教諭 
一種免許状 

教科及び教科の指導法に関する科目 30 28 24  

領域及び保育内容の指導法に関する科目    16 

教育の基礎的理解に関する科目 10 10 10 10 
道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び

生徒指導，教育相談等に関する科目 10 10 8 4 

教育実践に関する科目 7 7 5 7 

大学が独自に設定する科目 2 4 12 14 

合計 59 59 59 51 
 
  

所要資格 
免許状の種類 基礎資格 

大学において修得することを

必要とする 最低単位数 

教科及び教職

に関する科目 

特別支援教育

に関する科目

(５領域) 
小学校教諭 一種免許状 学士の学位を有すること。 59  

中学校教諭 一種免許状 学士の学位を有すること。 59  

高等学校教諭 一種免許状 学士の学位を有すること。 59  

特別支援学校教諭 一種免許状 

学士の学位を有すること及び 
小学校，中学校，高等学校又は 
幼稚園の教諭の普通免許状を 
有すること。 

 38 

幼稚園教諭 一種免許状 学士の学位を有すること。 51  
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★ 介護等体験は，受講前年度の 10 月の希望調査で申し込みをした上で，事前指導や説明会に出席し

ておかなければ受講できません。 
★ 事前指導，説明会，体験のすべてにおいて，無断の遅刻・欠席等は認められません（即受講停止も

あり得ます）。やむを得ない理由がある場合，必ず事前に学生支援室に連絡すること。 

ⅡⅡ  介介護護等等体体験験履履修修要要領領  

１ 介護等体験の趣旨 
「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」第1条抜粋 
義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ，

教員としての資質の向上を図り，義務教育の一層の充実を期する観点から，小学校又は中学校の教諭の普通

免許状の授与を受けようとする者に，障害者，高齢者等に対する介護，介助，これらの者との交流等の体験

を行わせる。 
 
２ 介護等体験の対象者 

小学校教諭一種免許状及び中学校教諭一種免許状の取得を希望する者。 

ただし，次の場合等は免除可能です。 

・特別支援学校の教員の免許を「小学校教諭一種免許状又は中学校教諭一種免許状」と同時に取得す

る者（同法施行規則第3条第1項五号） 
・身体障害者手帳に，障害の程度が1級から6級と記載されている者（同法施行規則第3条第2項） 

なお，介護等体験を行う者は，教育学部開設の「介護等体験事前指導」1 単位を必ず履修しなければなり

ません。 

「介護等体験事前指導」（1単位） 3セメ 

第一類（初等教育教員養成コース） 必修 

第二類～第五類          選択（中学校教諭免許状取得希望者の場合は必修） 

 
３ 介護等体験の実施日程 

介護等体験は，特別支援学校において 2 日間，社会福祉施設等において 5 日間，計 7 日間の体験を行い，

体験後，特別支援学校及び社会福祉施設等から証明書が発行され，それを免許状申請時に提出することとな

ります。 

以下に記載の日程は，2 年生で体験を行う場合を例示しています。日程については，追加・変更の場合が

あるので，Myもみじや学生支援室前の掲示板等で必ず確認してください。 

1年次 
（体験受講前年度） 

10月 介護等体験希望調査 

10月末 広島県教育委員会及び広島県社会福祉協議会へ予定者数報告 

2年次 
（体験受講年度） 

4月上旬（土・日） 「介護等体験事前指導」（履修登録は学生支援室が行う） 
※レポート提出 

4月中旬～5月上旬 体験施設決定 
誓約書への押印等 

5月～12月 体験実施（特別支援学校  2日間） 
※レポート，健康チェック票提出 

8月～翌年1月 体験実施（社会福祉施設等 5日間） 
※証明書，レポート，健康チェック票提出 

 

４ 科目等履修について 
科目等履修生の介護等体験受講については，本学出身者に限り認めます。履修要領は，前述に準じます。 
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★ 教育実習（事前指導含む）は，事前の説明会，オリエンテーション等に出席しておかなければ受講

できません。 
最初の説明会は，履修前年度の 1 月に例年実施されます。必ずMyもみじや学生支援室前の掲示板

等を確認し出席してください。 
★ 説明会，オリエンテーション，実習のすべてにおいて，無断の遅刻・欠席等は認められません（即

実習停止もあり得ます）。やむを得ない理由がある場合は，必ず事前に学生支援室に連絡すること。 

ⅢⅢ  教教育育実実習習履履修修要要領領  

１ 教育実習科目の履修対象者等 
教育実習科目は出席，遅刻，学習態度，レポート提出などが厳格に評価される点に十分留意しておくこと。 

（１）教育実習指導（事前指導） 

授 業 科 目 開設期 単位 対 象 学 生 授 業 内 容 

小学校教育実習入門 1 2 第一類の学生 
講義及び附属の小学校の授

業観察 

小学校教育実習観察 4 1 第一類の学生 小学校教育実習Ⅰの観察 

教育実習指導Ａ 5 1 第一類の学生 
附属の小学校を中心に観察

実習 

中・高等学校 

教育実習入門 
1 2 第二類～第五類の学生 

講義及び附属の中・高等学

校の授業観察 

中・高等学校 

教育実習観察 
4 1 第二類～第五類の学生 

中・高等学校教育実習Ⅰの

観察 

教育実習指導Ｂ 5 1 第二類～第五類の学生 
附属の中学校・高等学校を

中心に観察実習 

教育実習指導Ｃ 

4 

1 

他学部生 

(中学校及び高等学校教諭免許状取得希望者)  
講義及び演習 

6 
他学部生 

(高等学校教諭免許状取得希望者) 

 
（２）教育実習（本実習） 

授 業 科 目 開設期 単位 対 象 学 生 実 習 施 設 

①小学校教育実習Ⅰ 6 
※1 

5 
(4) 

第一類の学生 附属の小学校 

②小学校教育実習Ⅱ 8 2 第二類～第五類の学生 

（教育学部が認めた者） 
附属の小学校 

③特別支援学校教育実習 6 3 第一類の特別支援教育教員養成 

コースの学生 
県内の特別支援学校※2 

④中・高等学校教育実習Ⅰ 6 4 第二類～第五類及び他学部の学生 

(中学校及び高等学校教諭免許状取得希望者)  
附属の中学校・高等学校 

⑤中・高等学校教育実習Ⅱ 7 2 第二類～第五類及び他学部の学生 

(高等学校教諭免許状取得希望者) 
附属の中学校・高等学校 

⑥中・高等学校教育実習Ⅲ 8 2 第一類の学生 

(中学校及び高等学校教諭免許状取得希望者)  
附属の中学校・高等学校 

⑦幼稚園教育実習 7 2 第一類の学生 附属の幼稚園 

備考  特別支援学校教育実習以外は本学附属学校園で実施する。 
ただし，情報科学部の学生のうち，教育学部において特に認めた者については，出身校又は協力校

の高等学校で履修させることがある。 
※1 「(4)」は特別支援教育教員養成コースの学生が履修する「小学校教育実習Ⅰ（4単位）」を示す。 
※2 実習施設の受け入れ人数により，県外の特別支援学校において実習することがある。 
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２ 教育実習科目受講条件・資格 
（１）教育実習指導（事前指導） 

受講条件は特になし。ただし，履修登録には手続が必要（自分では登録できない）。 

小学校教育実習入門 第一類の1年生全員（休学を除く）が自動的に履修登録 

小学校教育実習観察 
受講年度の 6 月に開催（予定）の全体オリエンテーションに出席

し，希望校調査票を提出すること 
中・高等学校教育実習入門 受講年度4月の履修登録期間中に調査票を提出すること 

中・高等学校教育実習観察 受講年度の5月に受講希望調査票を提出すること 
教育実習指導Ａ 

教育実習指導Ｂ 

教育実習指導Ｃ 

受講前年度 1 月下旬頃開催の説明会に出席し，調査票を提出する

こと。 

 

（２）教育実習（本実習）受講資格 

① 小学校教育実習Ⅰ 

次の受講資格を満たすこと。また，実習前年度 1 月下旬頃開催の説明会に出席し，調査票を提出すること。 

・初等教育教員養成コースの学生用（5単位） 
(1) 小学校教育実習入門の単位を修得していること。 
(2) 教育実習指導Ａの単位を修得していること。 
(3) 介護等体験を終了していること。 
(4) 2 年生後期終了時点で小学校教諭一種免許状取得に必要な科目のうち，次の単位を修得しているこ

と。ただし，本学で用意している「単位互換」が可能な留学制度により留学した者は，「3 年生前

期終了時点」とする。（該当する学生は，必ず留学前に申し出ること） 
・教職入門2単位 
・「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」を 2 科目 4 単位以上及び教育の思想と原

理，教育と社会・制度，児童・青年期発達論，教育課程論，特別活動指導法，外国人児童・生

徒の教育，初等教育カリキュラム開発論及び人権・同和教育のうち4単位以上 合計12単位以

上 
・初等国語，初等社会，算数，初等理科，生活，初等音楽，図画工作，初等家庭，初等体育及び

初等外国語のうち，6科目12単位以上 
 

・特別支援教育教員養成コースの学生用（4単位） 
(1) 教育実習指導Ａの単位を修得していること。 
(2) 2 年生後期終了時点で小学校教諭一種免許状取得に必要な科目のうち，次の単位を修得しているこ

と。ただし，本学で用意している「単位互換」が可能な留学制度により留学した者は，「３年生前

期終了時点」とする。（該当する学生は，必ず留学前に申し出ること） 
・教職入門2単位 
・「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」，教育の思想と原理，教育と社会・制度，

児童・青年期発達論，教育課程論，特別活動指導法，外国人児童・生徒の教育，初等教育カリ

キュラム開発論及び人権・同和教育のうち8単位以上 
・初等国語，初等社会，算数，初等理科，生活，初等音楽，図画工作，初等家庭，初等体育及び

初等外国語のうち，4科目8単位以上 
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② 小学校教育実習Ⅱ（2単位） 

次の受講資格を満たすこと。また，実習前年度 1 月下旬頃開催の説明会に出席し，調査票を提出すること。 

(1) 中・高等学校教育実習Ⅰの単位を修得していること。 
(2) 4年生前期終了時点で次の単位を修得していること。 

・初等国語科教育法，初等社会科教育法，算数科教育法，初等理科教育法，生活科教育法，初等

音楽科教育法，図画工作科教育法，初等体育科教育法，初等家庭科教育法及び初等外国語教育

法のうち，8単位以上 
・初等国語，初等社会，算数，初等理科，生活，初等音楽，図画工作，初等家庭，初等体育及び

初等外国語のうち，2科目4単位以上 
 
③ 特別支援学校教育実習（3単位） 

次の受講資格を満たすこと。また，実習前年度 1 月下旬頃開催の説明会に出席し，調査票を提出すること。 

2 年生後期終了時点で「小学校教育実習Ⅰ特別支援教育教員養成コースの学生用」の受講資格(2)の単位，

及び次の単位を修得していること。ただし，本学で用意している「単位互換」が可能な留学制度により留

学した者は，「3年生前期終了時点」とする（該当する学生は，必ず留学前に申し出ること）。 
〔必修科目群〕 

特別支援教育総論，視覚障害心理学，視覚障害教育基礎論， 聴覚障害心理学，聴覚障害教育基礎論，

知的障害心理学，知的障害教育基礎論， 肢体不自由心理学，肢体不自由教育基礎論，病弱心理学，

病弱教育基礎論，ＬＤ等教育総論 
〔選択科目群〕 

・共通選択科目群 
大脳生理･病理，特別支援学校教育実習入門，特別支援学校教育実習観察 

・視覚障害教育領域選択科目群 
視覚障害測定・評価演習，視覚障害「自立活動」指導法Ⅰ，点字の理論と実際Ⅰ 

・聴覚障害教育領域選択科目群 
聴覚障害測定・評価演習，聴覚障害「自立活動」指導法，聴覚障害教育授業法Ⅰ，聴覚障害

コミュニケーションⅠ 
・知的障害・肢体不自由・病弱教育領域選択科目群 

知的障害測定・評価演習，知的障害指導法Ⅰ，肢体不自由指導法Ⅰ 
これらのうち，〔必修科目群〕の中から16単位以上，〔選択科目群〕の中から14単位以上 
※上記〔選択科目群〕のうち，特別支援学校教育実習入門，特別支援学校教育実習観察，視覚障害測定・

評価演習，聴覚障害測定・評価演習，ならびに知的障害測定・評価演習の開設単位数は１単位である点

に留意すること。 
 
④ 中・高等学校教育実習Ⅰ（4単位） 

次の受講資格を満たすこと。また，実習前年度 1 月下旬頃開催の説明会に出席し，調査票を提出すること。 

(1) 教育実習指導Ｂ（他学部生は教育実習指導Ｃ）の単位を修得していること。 
(2) 介護等体験を終了していること。 
(3) 2 年生後期終了時点で中学校教諭一種免許状取得に必要な科目のうち，次の単位を修得しているこ

と。ただし，本学で用意している「単位互換」が可能な留学制度により留学した者は，「3 年生前

期終了時点」とする。（該当する学生は，必ず留学前に申し出ること） 
【教科及び教科の指導法に関する科目】 

「教科に関する専門的事項」10単位及び「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」 

4単位 合計14単位以上 
【教育の基礎的理解に関する科目】及び 
【道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導，教育相談等に関する科目】 

教育の思想と原理，教職入門，教育と社会・制度，特別活動指導法，教育方法・技術論及び

情報活用教育論，生徒・進路指導論のうち8単位以上 
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⑤ 中・高等学校教育実習Ⅱ（2単位） 

─ ╩ √∆↓≤⁹╕√ 1 ─ ⌐ ⇔ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

(1) │ ─ ╩ ⇔≡™╢↓≤⁹ 
(2) 3 ≢ ⌐ ⌂ ─℮∟ ─ ╩ ⇔≡™╢

↓≤⁹ 
ₒ ┘ ─ ⌐ ∆╢  x

₈ ⌐ ∆╢ ₉10 ┘₈ ─ ─ ╩ ╗⁹ ₉ 

4   14  
ₒ ─ ⌐ ∆╢ ₓ ┘ 
ₒ ⌂ ─ ─ ┘ ⌐ ∆╢  x

─ ≤ ≤ ה ה

⌂ ─ ─ ה ┘

ה ─℮∟14  
 
⑥ 中・高等学校教育実習Ⅲ（2単位） 

─ ╩ √∆↓≤⁹╕√ 1 ─ ⌐ ⇔ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

(1) з─ ╩ ⇔≡™╢↓≤⁹ 
(2) 3 ≢ ⌐ ⌂ ─℮∟ ─ ╩ ⇔≡™╢↓≤⁹ 
ₒ ┘ ─ ⌐ ∆╢  x

₈ ⌐ ∆╢ ₉10 ┘₈ ─ ─ ╩ ╗⁹ ₉ 

2   12  
 
⑦ 幼稚園教育実習（2単位） 

─ ╩ √∆↓≤⁹╕√ 1 ─ ⌐ ⇔ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

(1) з─ ╩ ⇔≡™╢↓≤⁹ 
(2) 3 ≢ ⌐ ⌂ ─℮∟ ─ ╩ ⇔≡™╢↓≤⁹ 

ה ─6  
 

 

 ⌐≈™≡ 
 

ה ה

ה │™⅛⌂╢ ╙ ╩ ╘⌂™⁹ 
ה ─ │ ─℮∟≢ ∕╣∙╣⅜ ╘╢ ─ ─ ╩ ∆╢ ⌐

╩ ╘╢⁹ 

 ─ │

─ ╩ ∆╢  

 ╩ ╗

─ │ ─ ╩ ∆╢  
 

 

ה з │™⅛⌂╢ ╙ ╩ ╘⌂™⁹ 
ה ─ │ ─℮∟≢ ∕╣∙╣⅜ ╘╢ ╩ √⇔√ ⌐ ╩ ╘╢⁹ 

и 
2  

─ ╩ ∆╢ ≢ ₈ᵒ и₉

(2)─ ╩ √⇔√  
√∞⇔ ₈4 ≢₉≤№╢─│₈ ╩ ∆╢ ╕

≢⌐₉≤ ╖ ⅎ╢⁹ 
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★ 教職実践演習では，「教員免許ポートフォリオ」が重要な役割を果たします。 
評価材一覧に沿って，セメスターごとに評価材を蓄積し，決められた時期に「自己振り返り」を行

い，「教員によるレベル判定」を受けること。 

中・高等学校教育実習Ⅰ 
（4単位） 

「④中・高等学校教育実習Ⅰ」受講資格(1)，(2)及び(3)の条件を満たした者 
ただし，(3)については「2 年生後期終了時点で」とあるのを「実習を受講す

る前年度末までに」と読み替える。 

中・高等学校教育実習Ⅱ 
（2単位） 

「⑤中・高等学校教育実習Ⅱ」受講資格(1)及び(2)の条件を満たした者 
ただし，(2)については「3 年生後期終了時点で」とあるのを「実習を受講す

る前年度末までに」と読み替える。 

中・高等学校教育実習Ⅲ 
（2単位） 

小学校教諭又は高等学校教諭一種免許状の授与資格を有する者で，「⑥中・

高等学校教育実習Ⅲ」受講資格(2)の条件を満たした者 
ただし，(2)については「3 年生後期終了時点で」とあるのを「実習を受講す

る前年度末までに」と読み替える。 
なお，小学校教諭一種免許状の授与資格を有していない者は，上記受講資格

(2)の条件に加えて，実習を受講する前年度末までに介護等体験を終了してい

ること。 
  
  
ⅣⅣ  教教職職実実践践演演習習履履修修要要領領  

教職実践演習（幼・小）を履修する場合は本学の小学校教育実習 I の単位を，教職実践演習（中・高）

を履修する場合は本学の中・高等学校教育実習Ⅰ又はⅡの単位を修得していること。 

ただし，教職実践演習を受講するセメスターまでに，教育実習の単位を修得できない場合は，同セメス

ターで教育実習の単位を修得見込みであることを条件に，履修を認めます。教育実習の単位を修得できな

かった場合は，教職実践演習の履修を中止とし単位を認めません。 

なお，専門140 ページに「１２ 教職実践演習及び教員免許ポートフォリオについて」の記載があります。 
 
 

ⅤⅤ  教教育育職職員員免免許許状状のの申申請請手手続続  
卒業予定者で免許状の授与を申請する者は，教育学部学生支援室で一括申請するので，以下の書類等を

所定の期日までに提出すること。 

なお，書類の提出が遅れた者又は卒業後に免許状の授与を申請する者は，個人で各都道府県教育委員会

に提出することが必要です。 

１ 教育職員免許状授与申請書等（所定の用紙） 申請する免許状１種類につき一式 
２ 学力に関する証明書（学生支援室で作成） 
３ 申請手数料納付書（広島県所定の用紙） 申請する免許状１種類につき 3,400 円（令和 4 年度申請時） 
提出期日は，例年 4 年次の10 月頃ですが，教育委員会からの通知等により変更される場合があるので，

「Myもみじ」及び学生支援室前の掲示板で必ず確認すること。 
 
 
ⅥⅥ  単単位位修修得得方方法法  

「Ⅰ 教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則の概要」で記述している大学において修得することを

必要とする最低単位数と，教育学部学生が取得しなければならない単位数は異なるので注意すること。 

１ 教養教育科目（教育職員免許法施行規則第66 条の 6 で定める科目） 
科目の区分 

必要 

単位数 
授業科目 備考 

日本国憲法 2 日本国憲法(2) 必修 

体育 2 
※ 
※ 

 

健康スポーツ科学(2) 
スポーツ実習Ａ(1) 
スポーツ実習Ｂ(1)  
スポーツ演習(1) 

2単位選択必修 
初等教育教員養成コースは， 
※印の3単位必修 
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科目の区分 
必要 

単位数 
授業科目 備考 

外国語コミュニケーション 2 
コミュニケーションⅠＡ(1) 
コミュニケーションⅠＢ(1) 
コミュニケーションⅡＡ(1) 
コミュニケーションⅡＢ(1) 

2科目選択必修 

数理，データ活用及び人
工知能に関する科目又は
情報機器の操作 

2 情報・データ科学入門(2) 必修 

注：( )の数字は，単位数を示す。 
 

２ 専門教育科目 

 
免許状種類 掲載ページ 科 目 区 分 等 

小学校教諭 
一種免許状 

専門122～123 

・教科及び教科の指導法に関する科目 
・教育の基礎的理解に関する科目 
・道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導，教育相談等に関する科目 
・教育実践に関する科目 
・大学が独自に設定する科目 

専門115 ・介護等体験事前指導 

中学校教諭 
一種免許状 

専門124 
・教育の基礎的理解に関する科目 
・道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導，教育相談等に関する科目 
・教育実践に関する科目 

専門125～137 ・教科及び教科の指導法に関する科目 
・大学が独自に設定する科目 

専門115 ・介護等体験事前指導 

高等学校教諭 
一種免許状 

専門124 
・教育の基礎的理解に関する科目 
・道徳，総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導，教育相談等に関する科目 
・教育実践に関する科目 

専門125～137 ・教科及び教科の指導法に関する科目 
・大学が独自に設定する科目 

特別支援学校教諭

一種免許状 専門138  

幼稚園教諭 
一種免許状 専門139  

 

★ 免許状の種類及び教科ごとに，免許法上で必要な授業科目の単位を修得すること。 
★ それぞれの免許取得に必要な科目については，下記の表の掲載ページにある一覧表を確認すること。 
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国　語（書写を含む。） △ 初等国語 2

社　会 △ 初等社会 2

算　数 △ 算数 2

理　科 △ 初等理科 2

生　活 △ 生活 2

音　楽 △ 初等音楽 2

図画工作 △ 図画工作 2

家　庭 △ 初等家庭 2

体　育 △ 初等体育 2

外国語 △ 初等外国語 2

○ 初等国語科教育法 2

初等国語科学習指導論 2

○ 初等社会科教育法 2

初等社会科学習指導論 2

○ 算数科教育法 2

算数科学習指導論 2

○ 初等理科教育法 2

初等理科学習指導論 2

○ 生活科教育法 2

生活科学習指導論 2

○ 初等音楽科教育法 2

初等音楽科学習指導論 2

○ 図画工作科教育法 2

図画工作科学習指導論 2

○ 初等家庭科教育法 2

初等家庭科学習指導論 2

○ 初等体育科教育法 2

初等体育科学習指導論 2

○ 初等外国語教育法 2

初等外国語学習指導論 2

○ 教育の思想と原理 2

人権･同和教育 2

○ 教職入門 2

地域教育実践支援実習Ⅰ 2

地域教育実践支援実習Ⅱ 2

○ 教育と社会・制度 2

外国人児童・生徒の教育 2

学校教育総論 2

幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過
程

○ 児童・青年期発達論 2

特別の支援を必要とする幼児，児童及び生徒に
対する理解

○ 特別支援教育 1

○ 教育課程論 2

初等教育カリキュラム開発論 2

41

10
（※１）

小小学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状

科　　目　　の　　区　　分 授　業　科　目 単位数
最低修得
単位数

 　　　　　小　　　　　　　　　　　　計

教育の基礎的理解に関
する科目

各教科の指導法
（情報通信技術の
活用を含む｡）

国　語（書写を含む。）

社　会

算　数

理　科

生　活

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目

教科に関する専門
的事項

20

11

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム
学校運営への対応を含む。）

教育に関する社会的，制度的又は経営的事項
（学校と地域との連携及び学校安全への対応を
含む。）

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラ
ム・マネジメントを含む。）

音　楽

図画工作

家　庭

体　育

外国語
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国　語（書写を含む。） △ 初等国語 2

社　会 △ 初等社会 2

算　数 △ 算数 2

理　科 △ 初等理科 2

生　活 △ 生活 2

音　楽 △ 初等音楽 2

図画工作 △ 図画工作 2

家　庭 △ 初等家庭 2

体　育 △ 初等体育 2

外国語 △ 初等外国語 2

○ 初等国語科教育法 2

初等国語科学習指導論 2

○ 初等社会科教育法 2

初等社会科学習指導論 2

○ 算数科教育法 2

算数科学習指導論 2

○ 初等理科教育法 2

初等理科学習指導論 2

○ 生活科教育法 2

生活科学習指導論 2

○ 初等音楽科教育法 2

初等音楽科学習指導論 2

○ 図画工作科教育法 2

図画工作科学習指導論 2

○ 初等家庭科教育法 2

初等家庭科学習指導論 2

○ 初等体育科教育法 2

初等体育科学習指導論 2

○ 初等外国語教育法 2

初等外国語学習指導論 2

○ 教育の思想と原理 2

人権･同和教育 2

○ 教職入門 2

地域教育実践支援実習Ⅰ 2

地域教育実践支援実習Ⅱ 2

○ 教育と社会・制度 2

外国人児童・生徒の教育 2

学校教育総論 2

幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過
程

○ 児童・青年期発達論 2

特別の支援を必要とする幼児，児童及び生徒に
対する理解

○ 特別支援教育 1

○ 教育課程論 2

初等教育カリキュラム開発論 2

41

10
（※１）

小小学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状

科　　目　　の　　区　　分 授　業　科　目 単位数
最低修得
単位数

 　　　　　小　　　　　　　　　　　　計

教育の基礎的理解に関
する科目

各教科の指導法
（情報通信技術の
活用を含む｡）

国　語（書写を含む。）

社　会

算　数

理　科

生　活

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目

教科に関する専門
的事項

20

11

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム
学校運営への対応を含む。）

教育に関する社会的，制度的又は経営的事項
（学校と地域との連携及び学校安全への対応を
含む。）

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラ
ム・マネジメントを含む。）

音　楽

図画工作

家　庭

体　育

外国語

科　　目　　の　　区　　分 授　業　科　目 単位数
最低修得
単位数

道徳の理論及び指導法 ○ 道徳教育指導法 2

総合的な学習の時間の指導法 ○ 総合的な学習の時間の指導法 1

○ 特別活動指導法 2

野外活動実践 1

野外教育実践 1

地域教育実践Ⅰ 2

地域教育実践Ⅱ 2

○ 教育方法・技術論及び情報活用教育論 2

学習指導･評価論 2

・生徒指導の理論及び方法
・進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

○ 生徒・進路指導論 2

○ 教育相談 2

子どもの心と学び支援実習Ⅰ 2

子どもの心と学び支援実習Ⅱ 2

子どもの心と学び支援実習Ⅲ 2

　小学校教育実習入門 2

　小学校教育実習観察 1

△ 教育実習指導Ａ 1

△ 教育実習指導Ｂ 1

△ 小学校教育実習Ⅰ 5(4)

△ 小学校教育実習Ⅱ 2

教職実践演習（※４） ○ 教職実践演習（幼・小） 2 2

○ 介護等体験事前指導 1

言語障害教育総論 2

ＬＤ等教育総論 2

重複障害教育総論 2

19

60

注：○印は免許状取得のための必修科目を，△印は選択必修科目を示す。

(　)のある単位数については，特別支援教育教員養成コースの単位数を示す。

備考

※１　『教科に関する専門的事項』は，△印の科目を１科目以上含めて修得すること。

※２　「教育実習指導Ａ，Ｂ」及び「小学校教育実習Ⅰ，Ⅱ」の履修に際しては，対象学生の定めがあるため，別途教育実習履修

　　要領（専門116～120ページ）を確認すること。

※３　第二類～第五類の学生にあっては，『教育実践に関する科目』のうち，「教育実習」の単位は「中・高等学校教育実習Ⅰ」

　　から２単位をもってあてることができる。

※４　第二類～第五類の学生にあっては，『教育実践に関する科目』のうち，「教職実践演習」の単位は「教職実践演習（中・高）」

　　から２単位をもってあてることができる。

大学が独自に設定する科目 1最低修得単位を超えて履修した次の区分の科目
　『教科及び教科の指導法に関する科目』
　『大学が独自に設定する科目』
　『教育の基礎的理解に関する科目』
　『道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び
　　生徒指導,教育相談等に関する科目』
　『教育実践に関する科目』

 　　　　　小　　　　　　　　　　　　計

 　　　　　合　　　　　　　　　　　　計

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目

道徳,総合的な学習の時
間等の指導法及び生徒
指導,教育相談等に関す
る科目

1

4

教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知
識を含む。）の理論及び方法

教育実践に関する科目

教育実習
（※２）（※３）

11

特別活動の指導法

・教育の方法及び技術
・情報通信技術を活用した教育の理論及び方法
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◎ 教育の思想と原理 2

　人権・同和教育 2

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校
運営への対応を含む。）

◎ 教職入門 2

◎ 教育と社会・制度 2

比較教育学Ⅰ 1

比較教育学Ⅱ 1

教育経営学Ⅰ 1

教育経営学Ⅱ 1

社会教育学Ⅰ 1

社会教育学Ⅱ 1

外国人児童・生徒の教育 2

◎ 児童・青年期発達論 2

発達心理学 2

教育・学校心理学 2

学習・言語心理学 2

乳幼児心理学 2

幼児教育学Ⅰ 1

幼児教育学Ⅱ 1

特別の支援を必要とする幼児，児童及び生徒に対す
る理解

◎ 特別支援教育 1

◎ 教育課程論 2

教育方法学Ⅰ 1

教育方法学Ⅱ 1

道徳の理論及び指導法 ○ 道徳教育指導法（※１） 2

総合的な学習の時間の指導法 ◎ 総合的な学習の時間の指導法 1

特別活動の指導法 ◎ 特別活動指導法 2

・教育の方法及び技術
・情報通信技術を活用した教育の理論及び方法

◎
教育方法・技術論及び情報活用
教育論

2

・生徒指導の理論及び方法
・進路指導及びキャリア教育の理論及び方法

◎ 生徒・進路指導論 2

教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含



◎ 国語文化概論Ａ(国語文化とことば) 2

◎ 国語文化の歴史Ａ(国語の歴史) 2

古代国語文化研究Ａ(国語学分野) 2

現代国語文化研究Ａ(国語学分野) 2

古代国語文化演習Ａ(国語学分野) 2

現代国語文化演習Ａ(国語学分野) 2

日本語教育と文法 2

⦿ 日本語の音声と発音 2

⦿ 日本語の構造 2

日本語の文法 2

⦿ 日本語の表現と論理 2

日本語の語彙と意味 2

日本語文字・表記研究 2

日本語語彙論・意味論演習 2

日本語文法演習 2

表現法演習 2

日本語位相論 2

◎ 国語文化概論Ｂ(国語文化と文学) 2

◎ 国語文化の歴史Ｂ(国文学の歴史) 2

古代国語文化研究Ｂ(国文学分野) 2

現代国語文化研究Ｂ(国文学分野) 2

古代国語文化演習Ｂ(国文学分野) 2

現代国語文化演習Ｂ(国文学分野) 2

古代中世文学概説 2

近世文学概説 2

古代中世文学演習Ⅰ 2

近世文学演習Ⅰ 2

古代中世文学研究法 2

近世文学研究法 2

⦿ 日本文学と文化 2

⦿ 近代日本文学史 2

日本の近現代文学 2

◎ 国語文化概論Ｃ(国語文化と漢文) 2

国語文化の歴史Ｃ(漢文学の歴史) 2

漢字漢語文化研究 2

中国古典散文演習 2

中国古典韻文演習 2

○ 国語文化概論Ｄ(国語文化と書写書道) 2

書写書道演習 2

◎ 国語教育学概論Ⅰ 2

◎ 国語教育学概論Ⅱ 2

○ 国語科教育方法論 2

国語科教材研究演習 2

○ 国語科学習開発論 2

8
10又は8
（※２）

○ 介護等体験事前指導 1 1

道徳教育指導法 2

国語教育史 2

国語科教育評価論 2

30 34

注：◎印は中学校及び高等学校教諭一種免許状取得のための必修科目を，○印は中学校教諭一種免許状取得の場合の必修科目を，

⦿印は高等学校教諭一種免許状のみ取得する場合の条件付必修科目を示す（条件は※１を参照）。

最低修得単位数が斜線の科目は，中学校教諭一種免許状又は高等学校教諭一種免許状の科目ではないことを示す。

備考

※１　中学校教諭一種免許状を取得せず，高等学校教諭一種免許状を取得する場合，「国語学（音声言語及び文章表現に関するもの

　　を含む。）」及び「国文学（国文学史を含む。）」の必修科目は，開設コース単位で修得する。

※２　中学校教諭一種免許状を取得せず，高等学校教諭一種免許状を取得する場合，「教科に関する専門的事項」の必修科目を次の

　　いずれの開設コースで修得したかにより，最低修得単位数が異なる。
国語文化系コース：１０単位　　　日本語教育系コース：８単位

国語文化系コース　◎印　　　　日本語教育系コース：⦿印

中中学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状及及びび高高等等学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状

単位数

8

科　　目　　の　　区　　分
中学校

最低修得
単位数

高校
最低修得
単位数

（『教科及び教科の指導法に関する科目』，『大学が独自に設定する科目』）

国語文化系ｺｰｽ

日本語教育系ｺｰｽ

①①国国語語

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目

漢文学

1

4

日本語教育系ｺｰｽ

2

最低修得単位を超えて修得した次の区分の科目
　『教科及び教科の指導法に関する科目』
　『大学が独自に設定する科目』
　『教育の基礎的理解に関する科目』
　『道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育
　　相談等に関する科目』
　『教育実践に関する科目』

各教科の指導法（情報通信技術の
活用を含む。）

書道（書写を中心とする。）

国語学（音声言語及び文章表現
に関するものを含む。）

開設コース授　業　科　目

国語文化系ｺｰｽ

10

4

2

合　　　　　　　　　　　　計

最低修得単位を超えて修得した「教科及び教科の指導法に関する科目」

大学が独自に設定する科目

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目

2

4

4又は6
（※１）

4
（※１）

国文学（国文学史を含む。）

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項



社会 地理歴史 公民

◎ 日本史概説 2

日本近代研究Ａ 2

日本近代研究Ｂ 2

日本中世研究Ａ 2

文字資料解析学Ａ 2

文字資料解析学Ｂ 2

考古学概説 2

社寺建築学研究 2

日本東洋教育史Ⅰ 1

日本東洋教育史Ⅱ 1

日本東洋教育史演習Ⅰ 1

日本東洋教育史演習Ⅱ 1

◎ 世界史概説 2

中国経済史研究Ａ 2

アジア海域システム研究Ａ（東洋史） 2

東アジア地域システム研究Ａ 2

地中海地域システム研究 2

地中海社会史研究 2

異文化交流史研究(西洋史) 2

ヨーロッパ社会経済史研究 2

ヨーロッパ海域システム研究 2

ヨーロッパ社会経済史文書解析学Ａ 2

ヨーロッパ社会経済史文書解析学Ｂ 2

ヨーロッパ政治文化論史料演習Ａ 2

ヨーロッパ政治文化論史料演習Ｂ 2

西洋教育史Ⅰ 1

西洋教育史Ⅱ 1

西洋教育史演習Ⅰ 1

西洋教育史演習Ⅱ 1

◎ 地理学概説Ⅰ 2

◎ 地理学概説Ⅱ 2

自然地理学研究 2

人文地理学研究 2

自然地理学実習 1

人文地理学実習 1

地理情報システム学 2

地理情報システム学実習 1

⦿ 世界地誌 2

地域研究法Ⅰ 2

地域研究法Ⅱ 2

日本環境地誌 2

ヨーロッパ環境地誌 2

△ 法律学概説 2

△ 政治学原論 2

△ 現代法政策論 2

国際法１ 2

国際法２ 2

国際政治学 2

国際政治経済学 2

現代司法論 2

法学研究 2

法比較研究 2

教育行政学Ⅰ 1

教育行政学Ⅱ 1

教育行政学演習Ⅰ 1

教育行政学演習Ⅱ 1

中国政治史研究Ａ 2

中国政治史研究Ｂ 2

ヨーロッパ政治社会史研究 2

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項

 日本史・
 外国史

日本史 2

地理学（地
誌を含む。)

「法律学，
　政治学」

「法律学
（国際法を
含む。），
政治学（国
際政治を含
む。）」

2

中中学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状及及びび高高等等学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状
（『教科及び教科の指導法に関する科目』，『大学が独自に設定する科目』）

②②社社会会，，地地理理歴歴史史，，公公民民
科　　目　　の　　区　　分

授　業　科　目 単位数
社社会会

最低修得
単位数

地地理理歴歴史史
最低修得
単位数

公公民民
最低修得
単位数

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目

地誌 2

2

4

外国史 2

4

 人文地理
 学・自然
 地理学

4

―専門126―



社会 地理歴史 公民

◎ 日本史概説 2

日本近代研究Ａ 2

日本近代研究Ｂ 2

日本中世研究Ａ 2

文字資料解析学Ａ 2

文字資料解析学Ｂ 2

考古学概説 2

社寺建築学研究 2

日本東洋教育史Ⅰ 1

日本東洋教育史Ⅱ 1

日本東洋教育史演習Ⅰ 1

日本東洋教育史演習Ⅱ 1

◎ 世界史概説 2

中国経済史研究Ａ 2

アジア海域システム研究Ａ（東洋史） 2

東アジア地域システム研究Ａ 2

地中海地域システム研究 2

地中海社会史研究 2

異文化交流史研究(西洋史) 2

ヨーロッパ社会経済史研究 2

ヨーロッパ海域システム研究 2

ヨーロッパ社会経済史文書解析学Ａ 2

ヨーロッパ社会経済史文書解析学Ｂ 2

ヨーロッパ政治文化論史料演習Ａ 2

ヨーロッパ政治文化論史料演習Ｂ 2

西洋教育史Ⅰ 1

西洋教育史Ⅱ 1

西洋教育史演習Ⅰ 1

西洋教育史演習Ⅱ 1

◎ 地理学概説Ⅰ 2

◎ 地理学概説Ⅱ 2

自然地理学研究 2

人文地理学研究 2

自然地理学実習 1

人文地理学実習 1

地理情報システム学 2

地理情報システム学実習 1

⦿ 世界地誌 2

地域研究法Ⅰ 2

地域研究法Ⅱ 2

日本環境地誌 2

ヨーロッパ環境地誌 2

△ 法律学概説 2

△ 政治学原論 2

△ 現代法政策論 2

国際法１ 2

国際法２ 2

国際政治学 2

国際政治経済学 2

現代司法論 2

法学研究 2

法比較研究 2

教育行政学Ⅰ 1

教育行政学Ⅱ 1

教育行政学演習Ⅰ 1

教育行政学演習Ⅱ 1

中国政治史研究Ａ 2

中国政治史研究Ｂ 2

ヨーロッパ政治社会史研究 2

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項

 日本史・
 外国史

日本史 2

地理学（地
誌を含む。)

「法律学，
　政治学」

「法律学
（国際法を
含む。），
政治学（国
際政治を含
む。）」

2

中中学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状及及びび高高等等学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状
（『教科及び教科の指導法に関する科目』，『大学が独自に設定する科目』）

②②社社会会，，地地理理歴歴史史，，公公民民
科　　目　　の　　区　　分

授　業　科　目 単位数
社社会会

最低修得
単位数

地地理理歴歴史史
最低修得
単位数

公公民民
最低修得
単位数

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目

地誌 2

2

4

外国史 2

4

 人文地理
 学・自然
 地理学

4

社会 地理歴史 公民

科　　目　　の　　区　　分
授　業　科　目 単位数

社社会会
最低修得
単位数

地地理理歴歴史史
最低修得
単位数

公公民民
最低修得
単位数

△
⦿

経済学概説（※１） 2

△ 社会学１（※１） 2

△ 社会学２（※１） 2

△ 社会学方法論（※１） 2

△ 環境経済論（※１） 2

△ 社会生態人類学（※１） 2

経済学各論Ⅰ 2

経済学各論Ⅱ 2

経済学各論Ⅲ 2

国際経済学１ 2

国際経済学２ 2

社会調査論 2

教育社会学Ⅰ 1

教育社会学Ⅱ 1

教育社会学演習Ⅰ 1

教育社会学演習Ⅱ 1

△ 哲学概論Ⅰ 2

△ 哲学概論Ⅱ 2

△ 倫理学概説 2

仏教学概説 2

現代倫理研究 2

応用倫理学研究 2

現代倫理学演習 2

教育哲学Ⅰ 1

教育哲学Ⅱ 1

教育哲学演習Ⅰ 1

教育哲学演習Ⅱ 1



◎ 代数学概論 2

代数学概論演習 2

代数内容研究 2

代数学研究法Ⅰ 2

代数学Ａ 2

代数学Ｂ 2

◎ 幾何学概論 2

幾何学概論演習 2

幾何内容研究 2

幾何学研究法Ⅰ 2

幾何学研究法Ⅱ 2

幾何学Ａ 2

幾何学Ｂ 2

◎ 解析学概論 2

解析学概論演習 2

解析内容研究 2

解析学研究法Ⅰ 2

解析学研究法Ⅱ 2

解析学Ａ 2

解析学Ｃ 2

◎ 数理統計学概論 2

確率・統計Ａ 2

確率・統計Ｂ 2

統計的検定 2

推測統計学 2

◎ コンピュータ基礎演習Ⅰ 2

コンピュータ基礎演習Ⅱ 2

◎ 数学教育学概論Ⅰ 2

◎ 数学教育学概論Ⅱ 2

○ 数学教育方法論 2

数学教育学研究 2

○ 数学教育カリキュラム論 2

10 10

○ 介護等体験事前指導 1 1

道徳教育指導法 2

数学教育史 2

30 34

注：◎印は中学校及び高等学校教諭一種免許状取得のための必修科目を，○印は中学校教諭一種免許状取得の場合の

必修科目を示す。

最低修得単位数が斜線の科目は，中学校教諭一種免許状又は高等学校教諭一種免許状の科目ではないことを示す。

中中学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状及及びび高高等等学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状
（『教科及び教科の指導法に関する科目』，『大学が独自に設定する科目』）

③③数数学学

科　　目　　の　　区　　分 授　業　科　目 単位数
中学校

最低修得
単位数

高校
最低修得
単位数

幾何学 2 2

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項

代数学

解析学 2

コンピュータ 2

各教科の指導法（情報通信技術の
活用を含む。）

8 4

合　　　　　　　　　　　　計

2

2

2

2

�

�

③③



◎ 代数学概論 2

代数学概論演習 2

代数内容研究 2

代数学研究法Ⅰ 2

代数学Ａ 2

代数学Ｂ 2

◎ 幾何学概論 2

幾何学概論演習 2

幾何内容研究 2

幾何学研究法Ⅰ 2

幾何学研究法Ⅱ 2

幾何学Ａ 2

幾何学Ｂ 2

◎ 解析学概論 2

解析学概論演習 2

解析内容研究 2

解析学研究法Ⅰ 2

解析学研究法Ⅱ 2

解析学Ａ 2

解析学Ｃ 2

◎ 数理統計学概論 2

確率・統計Ａ 2

確率・統計Ｂ 2

統計的検定 2

推測統計学 2

◎ コンピュータ基礎演習Ⅰ 2

コンピュータ基礎演習Ⅱ 2

◎ 数学教育学概論Ⅰ 2

◎ 数学教育学概論Ⅱ 2

○ 数学教育方法論 2

数学教育学研究 2

○ 数学教育カリキュラム論 2

10 10

○ 介護等体験事前指導 1 1

道徳教育指導法 2

数学教育史 2

30 34

注：◎印は中学校及び高等学校教諭一種免許状取得のための必修科目を，○印は中学校教諭一種免許状取得の場合の

必修科目を示す。

最低修得単位数が斜線の科目は，中学校教諭一種免許状又は高等学校教諭一種免許状の科目ではないことを示す。

中中学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状及及びび高高等等学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状
（『教科及び教科の指導法に関する科目』，『大学が独自に設定する科目』）

③③数数学学

科　　目　　の　　区　　分 授　業　科　目 単位数
中学校

最低修得
単位数

高校
最低修得
単位数

幾何学 2 2

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項

代数学

解析学 2

コンピュータ 2

各教科の指導法（情報通信技術の
活用を含む。）

8 4

合　　　　　　　　　　　　計

2

2

最低修得単位を超えて修得した「教科及び教科の指導法に関する科目」

大学が独自に設定する科目

1
10

最低修得単位を超えて履修した次の区分の科目
　『教科及び教科の指導法に関する科目』
　『大学が独自に設定する科目』
　『教育の基礎的理解に関する科目』
　『道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び
　　生徒指導,教育相談等に関する科目』
　『教育実践に関する科目』

「確率論，統計学」 2 2

2 2

中学校 高等学校

◎ 自然システムの理解(物理) 2

力とエネルギーのリテラシーⅠ 2

力とエネルギーのリテラシーⅡ 2

物理教材内容論Ⅰ 2

物理教材内容論Ⅱ 2

物理教材内容論Ⅲ 2

物理教材内容演習 2

◎ 自然システムの理解(化学) 2

物質と反応のリテラシーⅠ 2

物質と反応のリテラシーⅡ 2

化学教材内容論Ⅰ 2

化学教材内容論Ⅱ 2

化学教材内容論Ⅲ 2

化学教材内容演習 2

◎ 自然システムの理解(生物) 2

生物とその多様性のリテラシーⅠ 2

生物とその多様性のリテラシーⅡ 2

生物教材内容論Ⅰ 2

生物教材内容論Ⅱ 2

生物教材内容論Ⅲ 2

生物教材内容演習 2

◎ 自然システムの理解(地学) 2

宇宙と地球のリテラシーⅠ 2

宇宙と地球のリテラシーⅡ 2

地学教材内容論Ⅰ 2

地学教材内容論Ⅱ 2

地学教材内容論Ⅲ 2

地学教材内容演習 2

○ 自然システム理解実験(物理) 1

▲ 物理教材内容実験 2

○ 自然システム理解実験(化学) 1

▲ 化学教材内容実験 2

○ 自然システム理解実験(生物) 1

▲ 生物教材内容実験 2

○ 自然システム理解実験(地学) 1

▲ 地学教材内容実験 2

◎ 自然システム（理科）教育法Ⅰ 2

◎ 自然システム（理科）教育法Ⅱ 2

自然システム（理科）教育実践論 2

▲ 理科カリキュラム論 2

▲ 理科授業プランニング論 2

▲ 理科教材プランニング論 2

8 10

○ 介護等体験事前指導 1 1

道徳教育指導法 2

理科教育評価論 2

比較科学教育論 2

科学教育デザイン論 2

科学教育教材メディアデザイン論 2

科学教育史 2

30 34

注：◎印は中学校及び高等学校教諭一種免許状取得のための必修科目を，○印は中学校教諭一種免許状取得の場合の必修科目を

示す。

最低修得単位数が斜線の科目は，中学校教諭一種免許状又は高等学校教諭一種免許状の科目ではないことを示す。

備考

中中学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状及及びび高高等等学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状
（『教科及び教科の指導法に関する科目』，『大学が独自に設定する科目』）

④④理理科科

授　業　科　目 単位数
中学校

最低修得
単位数

高校
最低修得
単位数

　　※２　◎印の２科目４単位の他，▲印のいずれか２科目４単位を含めて８単位を習得すること。

　　　 

　　※１　▲印のいずれか１科目２単位を修得すること（○印の科目を２科目修得した２単位では認められない）。

8
（※２）

4

10

最低修得単位を超えて修得した「教科及び教科の指導法に関する科目」

1最低修得単位を超えて履修した次の区分の科目
　『教科及び教科の指導法に関する科目』
　『大学が独自に設定する科目』
　『教育の基礎的理解に関する科目』
　『道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び
　　生徒指導,教育相談等に関する科目』
　『教育実践に関する科目』

合　　　　　　　　　　　　計

2

2 2

生物学実験（コン
ピュータ活用を含
む。）

2
（※１）

4

物理学実験（コン
ピュータ活用を含
む。）
化学実験（コン
ピュータ活用を含
む。）

地学実験（コン
ピュータ活用を含
む。）

2

2 2

2 2

科　　目　　の　　区　　分

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項

物理学実験（コン
ピュータ活用を含
む。），化学実験
（コンピュータ活用
を含む。），生物学
実験（コンピュータ
活用を含む。），地
学実験（コンピュー
タ活用を含む。）

大学が独自に設定する科目

物理学

化学

生物学

地学

各教科の指導法（情報通信技術の活用を含
む。）

―専門129―
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科　　目　　の　　区　　分 授　業　科　目 単位数
中学校

最低修得
単位数

高校
最低修得
単位数

指揮法 ◎ 指揮法 1 1 1

◎ 作曲基礎研究Ⅰ 2

作曲基礎研究Ⅱ 2

作曲１ 1

作曲２ 1

作曲３ 1

作曲４ 1

作曲５ 1

作曲６ 1

◎ 西洋音楽史 2

日本音楽概論 2

◎ 中等音楽科教育法（日本音楽･民族音楽） 2

◎ 音楽教育学概論 2

◎ 音楽文化（音楽科）カリキュラムデザイン論 2

音楽教育方法・評価論 2

◎ 音楽教育教材構成論 2

◎ 音楽科授業論 2

音楽科実践論 2

○ 介護等体験事前指導 1 1

道徳教育指導法 2

1

30 34

注：◎印は中学校及び高等学校教諭一種免許状取得のための必修科目を，○印は中学校教諭一種免許状取得の場合の必修科目

を示す。

最低修得単位数が斜線の科目は，中学校教諭一種免許状又は高等学校教諭一種免許状の科目ではないことを示す。

合　　　　　　　　　　　　計

6

各教科の指導法（情報通信技術の活用
を含む。）

8 8

6
音楽理論・作曲法（編曲法を含
む。）・音楽史（日本の伝統音楽
及び諸民族の音楽を含む。）

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

最低修得単位を超えて履修した次の区分の科目
　『教科及び教科の指導法に関する科目』
　『大学が独自に設定する科目』
　『教育の基礎的理解に関する科目』
　『道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び
　　生徒指導,教育相談等に関する科目』
　『教育実践に関する科目』

大学が独自に設定する科目

6

―専門131―



中学校 高等学校

◎ 絵画表現実習基礎 1

◎ 絵画表現論 2

絵画表現演習 2

絵画表現実習Ⅰ 1

絵画表現実習Ⅱ 1

絵画表現研究 2

◎ 彫刻表現実習基礎 1

◎ 彫刻表現論 2

彫刻表現演習 2

彫刻教育素材実習 1

彫刻表現実習 1

彫刻表現総合演習 2

◎ デザイン表現実習基礎 1

◎ デザイン概論 2

立体デザイン教育演習 2

色彩学演習 2

ＣＧ基礎演習 2

平面デザイン教育演習 2

○ 工芸表現実習基礎 1

○ 工芸表現論 2

工芸教育素材研究Ⅰ 2

工芸教育素材研究Ⅱ 2

工芸表現演習 2

◎ 造形芸術基礎論 2

日本美術史概説 2

西洋美術史概説 2

造形芸術学演習 2

◎ 芸術教育学概論 2

美術科教育学概論 2

芸術教育教材・構成論 2

美術科教育指導者論 2

◎ 美術科教育方法・評価論 2

◎ 美術科授業プランニング基礎 2

美術科授業プランニング演習 2

◎ 芸術教育支援論 2

芸術教育思想 2

6 5

○ 介護等体験事前指導 1 1

道徳教育指導法 2

1

30 34

注：◎印は中学校及び高等学校教諭一種免許状取得のための必修科目を，○印は中学校教諭一種免許状取得の場合の

必修科目を示す。

最低修得単位数が斜線の科目は，中学校教諭一種免許状又は高等学校教諭一種免許状の科目ではないことを示す。

科　　目　　の　　区　　分

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目

絵画（映像メディア表現を含
む。）

彫刻

デザイン（映像メディア表現を含
む。）

美術理論・美術史（鑑賞並びに日
本の伝統美術及びアジアの美術を
含む。）

大学が独自に設定する科目

3 3

工芸 3

3 3

3 3

10

最低修得単位を超えて履修した次の区分の科目
　『教科及び教科の指導法に関する科目』
　『大学が独自に設定する科目』
　『教育の基礎的理解に関する科目』
　『道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び
　　生徒指導,教育相談等に関する科目』
　『教育実践に関する科目』

8 8

　　　 

中中学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状及及びび高高等等学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状
（『教科及び教科の指導法に関する科目』，『大学が独自に設定する科目』）

⑥⑥美美術術

授　業　科　目 単位数
中学校

最低修得
単位数

高校
最低修得
単位数

最低修得単位を超えて修得した「教科及び教科の指導法に関する科目」

合　　　　　　　　　　　　計

2 2

各教科の指導法（情報通信技術の活用
を含む。）

―専門132―



中学校 高等学校

◎ 絵画表現実習基礎 1

◎ 絵画表現論 2

絵画表現演習 2

絵画表現実習Ⅰ 1

絵画表現実習Ⅱ 1

絵画表現研究 2

◎ 彫刻表現実習基礎 1

◎ 彫刻表現論 2

彫刻表現演習 2

彫刻教育素材実習 1

彫刻表現実習 1

彫刻表現総合演習 2

◎ デザイン表現実習基礎 1

◎ デザイン概論 2

立体デザイン教育演習 2

色彩学演習 2

ＣＧ基礎演習 2

平面デザイン教育演習 2

○ 工芸表現実習基礎 1

○ 工芸表現論 2

工芸教育素材研究Ⅰ 2

工芸教育素材研究Ⅱ 2

工芸表現演習 2

◎ 造形芸術基礎論 2

日本美術史概説 2

西洋美術史概説 2

造形芸術学演習 2

◎ 芸術教育学概論 2

美術科教育学概論 2

芸術教育教材・構成論 2

美術科教育指導者論 2

◎ 美術科教育方法・評価論 2

◎ 美術科授業プランニング基礎 2

美術科授業プランニング演習 2

◎ 芸術教育支援論 2

芸術教育思想 2

6 5

○ 介護等体験事前指導 1 1

道徳教育指導法 2

1

30 34

注：◎印は中学校及び高等学校教諭一種免許状取得のための必修科目を，○印は中学校教諭一種免許状取得の場合の

必修科目を示す。

最低修得単位数が斜線の科目は，中学校教諭一種免許状又は高等学校教諭一種免許状の科目ではないことを示す。

科　　目　　の　　区　　分

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目

絵画（映像メディア表現を含
む。）

彫刻

デザイン（映像メディア表現を含
む。）

美術理論・美術史（鑑賞並びに日
本の伝統美術及びアジアの美術を
含む。）

大学が独自に設定する科目

3 3

工芸 3

3 3

3 3

10

最低修得単位を超えて履修した次の区分の科目
　『教科及び教科の指導法に関する科目』
　『大学が独自に設定する科目』
　『教育の基礎的理解に関する科目』
　『道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び
　　生徒指導,教育相談等に関する科目』
　『教育実践に関する科目』

8 8

　　　 

中中学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状及及びび高高等等学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状
（『教科及び教科の指導法に関する科目』，『大学が独自に設定する科目』）

⑥⑥美美術術

授　業　科　目 単位数
中学校

最低修得
単位数

高校
最低修得
単位数

最低修得単位を超えて修得した「教科及び教科の指導法に関する科目」

合　　　　　　　　　　　　計

2 2

各教科の指導法（情報通信技術のἀ

k•



中学校 高等学校

◎ 木材活用概論 2

○ 木材活用教材演習Ⅰ 1

木材活用教材演習Ⅱ 1

木材活用教材演習Ⅲ 1

木材機械加工概論 2

○ 基礎製図 1

◎ 金属活用概論 2

○ 金属活用教材演習Ⅰ 1

金属活用教材演習Ⅱ 1

金属機械加工概論 2

◎ 機械活用概論 2

エネルギー活用論 2

○ メカトロニクス教材演習 1

メカトロニクス創造実習 2

メカトロニクス設計製図 1

メカトロニクス基礎実習 2

◎ 電気電子活用概論Ⅰ 2

電気電子活用概論Ⅱ 2

○ 栽培活用概論 2

○ 栽培活用教材演習 1

◎ ハードウェア概論 2

○ ハードウェア教材演習 1

● 工業教育の数理 2

職業指導 ● 職業指導 2

○ 技術教育概論Ⅰ 2

○ 技術教育概論Ⅱ 2

○ 技術教育方法・評価論 2

技術教育研究法 2

○ 技術教育プランニング論 2

● 工業科教育方法論Ⅰ 2

● 工業科教育方法論Ⅱ 2

2 6

○ 介護等体験事前指導 1 1

道徳教育指導法 2

1

30 34

注：◎印は中学校及び高等学校教諭一種免許状取得のための必修科目を，○印は中学校教諭一種免許状取得の場合の

必修科目を，●印は高等学校教諭一種免許状取得の場合の必修科目を示す。

最低修得単位数が斜線の科目は，中学校教諭一種免許状又は高等学校教諭一種免許状の科目ではないことを示す。

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目

4

金属加工（製図
及び実習を含
む。）

木材加工（製図
及び実習を含
む。）

工業の関係科目

栽培（実習を含
む）

情報とコン
ピュータ

中中学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状及及びび高高等等学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状
（『教科及び教科の指導法に関する科目』，『大学が独自に設定する科目』）

⑧⑧技技術術（（中中学学校校）），，工工業業（（高高等等学学校校））

授　業　科　目 単位数
技技術術

最低修得
単位数

工工業業
最低修得
単位数

科　　目　　の　　区　　分

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目

3

8
各教科の指導法（情報通信技術の活用を
含む。）

合　　　　　　　　　　　　計

4

3

14

3

電気（実習を含
む。）

2

3

機械（実習を含
む。）

10

最低修得単位を超えて履修した次の区分の科目
　『教科及び教科の指導法に関する科目』
　『大学が独自に設定する科目』
　『教育の基礎的理解に関する科目』
　『道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び
　　生徒指導,教育相談等に関する科目』
　『教育実践に関する科目』

最低修得単位を超えて修得した「教科及び教科の指導法に関する科目」

大学が独自に設定する科目

情報社会・情報倫理 ◎ 情報社会論 2 2

◎ 情報活用概論Ⅰ 2

◎ 情報活用概論Ⅱ 2

情報活用概論Ⅲ 2

◎ プログラミングの学習 2

◎ アルゴリズム論 2

システム制御Ⅰ 2

システム制御Ⅱ 2

◎ ディジタル制御 2

モデリングとシミュレーション 2

ハードウエア研究法 2

教育現場の問題解決に向けたデータ活用・データサイエンス 2

社会情報メディア論 2

◎ 情報システム概論 2

データベース 2

◎ 情報ネットワーク概論 2

ネットワーク研究法 2

◎ マルチメディアの活用 2

マルチメディア研究法 2

情報と職業 ◎ 情報と職業 2 2

◎ 情報教育論Ⅰ 2

◎ 情報教育論Ⅱ 2

情報教育プランニング論 2

道徳教育指導法 2

34

注：◎印は高等学校教諭一種免許状取得のための必修科目を示す。

情報通信ネットワーク（実習
を含む。）

高高等等学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状
（『教科及び教科の指導法に関する科目』，『大学が独自に設定する科目』）

⑨⑨情情報報

科　　目　　の　　区　　分 授　業　科　目 単位数
高校

最低修得
単位数

10

情報システム（実習を含
む。）

2

大学が独自に設定する科目 10

最低修得単位を超えて履修した次の区分の科目
　『教科及び教科の指導法に関する科目』
　『大学が独自に設定する科目』
　『教育の基礎的理解に関する科目』
　『道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び
　　生徒指導,教育相談等に関する科目』
　『教育実践に関する科目』

合　　　　　　　　　　　　計

2

マルチメディア表現・マルチ
メディア技術（実習を含
む。）

2

各教科の指導法（情報通信技術の
活用を含む。）

4

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項

コンピュータ・情報処理（実
習を含む。）

―専門134―



中学校 高等学校

◎ 木材活用概論 2

○ 木材活用教材演習Ⅰ 1

木材活用教材演習Ⅱ 1

木材活用教材演習Ⅲ 1

木材機械加工概論 2

○ 基礎製図 1

◎ 金属活用概論 2

○ 金属活用教材演習Ⅰ 1

金属活用教材演習Ⅱ 1

金属機械加工概論 2

◎ 機械活用概論 2

エネルギー活用論 2

○ メカトロニクス教材演習 1

メカトロニクス創造実習 2

メカトロニクス設計製図 1

メカトロニクス基礎実習 2

◎ 電気電子活用概論Ⅰ 2

電気電子活用概論Ⅱ 2

○ 栽培活用概論 2

○ 栽培活用教材演習 1

◎ ハードウェア概論 2

○ ハードウェア教材演習 1

● 工業教育の数理 2

職業指導 ● 職業指導 2

○ 技術教育概論Ⅰ 2

○ 技術教育概論Ⅱ 2

○ 技術教育方法・評価論 2

技術教育研究法 2

○ 技術教育プランニング論 2

● 工業科教育方法論Ⅰ 2

● 工業科教育方法論Ⅱ 2

2 6

○ 介護等体験事前指導 1 1

道徳教育指導法 2

1

30 34

注：◎印は中学校及び高等学校教諭一種免許状取得のための必修科目を，○印は中学校教諭一種免許状取得の場合の

必修科目を，●印は高等学校教諭一種免許状取得の場合の必修科目を示す。

最低修得単位数が斜線の科目は，中学校教諭一種免許状又は高等学校教諭一種免許状の科目ではないことを示す。

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目

4

金属加工（製図
及び実習を含
む。）

木材加工（製図
及び実習を含
む。）

工業の関係科目

栽培（実習を含
む）

情報とコン
ピュータ

中中学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状及及びび高高等等学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状
（『教科及び教科の指導法に関する科目』，『大学が独自に設定する科目』）

⑧⑧技技術術（（中中学学校校）），，工工業業（（高高等等学学校校））

授　業　科　目 単位数
技技術術

最低修得
単位数

工工業業
最低修得
単位数

科　　目　　の　　区　　分

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目

3

8
各教科の指導法（情報通信技術の活用を
含む。）

合　　　　　　　　　　　　計

4

3

14

3

電気（実習を含
む。）

2

3

機械（実習を含
む。）

10

最低修得単位を超えて履修した次の区分の科目
　『教科及び教科の指導法に関する科目』
　『大学が独自に設定する科目』
　『教育の基礎的理解に関する科目』
　『道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び
　　生徒指導,教育相談等に関する科目』
　『教育実践に関する科目』

最低修得単位を超えて修得した「教科及び教科の指導法に関する科目」

大学が独自に設定する科目

情報社会・情報倫理 ◎ 情報社会論 2 2

◎ 情報活用概論Ⅰ 2

◎ 情報活用概論Ⅱ 2

情報活用概論Ⅲ 2

◎ プログラミングの学習 2

◎ アルゴリズム論 2

システム制御Ⅰ 2

システム制御Ⅱ 2

◎ ディジタル制御 2

モデリングとシミュレーション 2

ハードウエア研究法 2

教育現場の問題解決に向けたデータ活用・データサイエンス 2

社会情報メディア論 2

◎ 情報システム概論 2

データベース 2

◎ 情報ネットワーク概論 2

ネットワーク研究法 2

◎ マルチメディアの活用 2

マルチメディア研究法 2

情報と職業 ◎ 情報と職業 2 2

◎ 情報教育論Ⅰ 2

◎ 情報教育論Ⅱ 2

情報教育プランニング論 2

道徳教育指導法 2

34

注：◎印は高等学校教諭一種免許状取得のための必修科目を示す。

情報通信ネットワーク（実習
を含む。）

高高等等学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状
（『教科及び教科の指導法に関する科目』，『大学が独自に設定する科目』）

⑨⑨情情報報

科　　目　　の　　区　　分 授　業　科　目 単位数
高校

最低修得
単位数

10

情報システム（実習を含
む。）

2

大学が独自に設定する科目 10

最低修得単位を超えて履修した次の区分の科目
　『教科及び教科の指導法に関する科目』
　『大学が独自に設定する科目』
　『教育の基礎的理解に関する科目』
　『道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び
　　生徒指導,教育相談等に関する科目』
　『教育実践に関する科目』

合　　　　　　　　　　　　計

2

マルチメディア表現・マルチ
メディア技術（実習を含
む。）

2

各教科の指導法（情報通信技術の
活用を含む。）

4

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目

教

科

及

び

教

科

の

指

導

法

に

関

す

る

科

目

教

科

に

関

す

る

専

門

的

事

項

コンピュータ・情報処理（実
習を含む。）

―専門135―
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○ 特別支援教育総論 2 2

大脳生理・病理 2

○ 視覚障害心理学 2

△ 視覚障害測定・評価演習 1

○ 聴覚障害心理学 2

▲ 聴覚障害測定・評価演習 1

○ 知的障害心理学 2

知的障害測定・評価演習 1

○ 肢体不自由心理学 2

○ 病弱心理学 2

○ 視覚障害教育基礎論 2

△ 視覚障害「自立活動」指導法Ⅰ 2

△ 点字の理論と実際Ⅰ 2

△ 視覚障害「自立活動」指導法Ⅱ 2

△ 点字の理論と実際Ⅱ 2

○ 聴覚障害教育基礎論 2

▲ 聴覚障害「自立活動」指導法 2

▲ 聴覚障害教育授業法Ⅰ 2

▲ 聴覚障害コミュニケーションⅠ 2

▲ 聴覚障害コミュニケーションⅡ 2

○ 知的障害教育基礎論 2

知的障害指導法Ⅰ 2

知的障害指導法Ⅱ 2

○ 肢体不自由教育基礎論 2

肢体不自由指導法Ⅰ 2

肢体不自由指導法Ⅱ 2

○ 病弱教育基礎論 2

病弱指導法Ⅰ 2

病弱指導法Ⅱ 2

○ 言語障害教育総論 2

○ ＬＤ等教育総論 2

○ 重複障害教育総論 2

○ 特別支援学校教育実習 3 3

38

心身に障害のある幼児，児童又は生徒
の教育課程及び指導法に関する科目

特別支援教育領域に関す
る科目

授業科目

　　　注：○印は免許状取得のための必修科目を示す。

　　　　　４単位以上を含めて２８単位以上を修得すること。

特特別別支支援援学学校校教教諭諭一一種種免免許許状状（（55領領域域））

　　　※１　『特別支援教育領域に関する科目』については，○印の１０科目２０単位の他，△印の中から４単位以上及び▲印の中から

特

別

支

援

教

育

に

関

す

る

科

目

心身に障害のある幼児，児童又は生徒についての教育実習

合　　　　計

28
（※１）

5

・心身に障害のある幼児，児童又は
　生徒の心理，生理及び病理に関す
　る科目
・心身に障害のある幼児，児童又は
　生徒の教育課程及び指導法に関す
　る科目

免許状に定められること
となる特別支援教育領域
以外の領域に関する科目

科目の区分

 特別支援教育の基礎理論に関する科目

最低修得
単位数

単位数

心身に障害のある幼児，児童又は生徒
の心理，生理及び病理に関する科目

―専門138―



○ 教育の思想と原理 2

人権･同和教育 2

○ 教職入門 2

○ 教育と社会・制度 2

外国人児童・生徒の教育 2

学校教育総論 2

○ 児童・青年期発達論 2

○ 特別支援教育 1

○ 教育課程論 2

幼児教育課程論 2

○ 教育方法・技術論及び情報活用教育論 2

幼児教育方法論 2

○ 幼児理解・教育相談 2

教育相談 2

○ 教育実習指導Ａ 1

○ 小学校教育実習Ⅰ 5(4)

幼稚園教育実習 2

○ 教職実践演習（幼・小） 2 2

健　康 △ 幼児と健康 2

人間関係 △ 幼児と人間関係 2

環　境 △ 幼児と環境 2

言　葉 △ 幼児と言葉 2

表　現 △ 幼児と表現 2

保育内容論（健康） 2

保育内容論（人間関係） 2

保育内容論（環境） 2

保育内容論（言葉） 2

保育内容論（表現Ⅰ） 2

保育内容論（表現Ⅱ） 2

保育内容論（表現Ⅲ） 2

13

注：○印は免許状取得のための必修科目を，△印は選択必修科目を示す。

　　(　)のある単位数については，特別支援教育教員養成コースの単位数を示す。

備考

※　『保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）』に必要な１２単位のうち，６単位までは，小学校教諭一種免許状の授与を

　　受ける場合の「各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）」及び「特別活動の指導法」の単位をもってあてることができる。

　　　ただし，最低修得単位数を超える単位をもってあてることはできない（もってあてることができる単位数は次のとおり）。

①「保育内容論」を１２単位修得した場合　　　　→　０単位

②「保育内容論」を１０単位修得した場合　　　　→　２単位
③「保育内容論」を８単位修得した場合　　　　　→　４単位
④「保育内容論」を６単位修得した場合　　　　　→　６単位

 　　　　　合　　　　　　　　　　　　計 51

領域及び保育内
容の指導法に関
する科目

領域に関する専門的事
項

4

保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含
む。）

12
（※）

大学が独自に設定する科目

　最低修得単位を超えて履修した次の区分の科目
　『教育の基礎的理解に関する科目』
　『道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,
　　教育相談等に関する科目』
　『教育実践に関する科目』
　『領域及び保育内容の指導法に関する科目』

教

科

及

び

教

職

に

関

す

る

科

目

11

4
・幼児理解の理論及び方法
・教育相談（カウンセリングに関する基礎的な知識
　を含む。）の理論及び方法

教育実践に関す
る科目

教育実習 5

教職実践演習

教育に関する社会的，制度的又は経営的事項（学校
と地域との連携及び学校安全への対応を含む。）

幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程

特別の支援を必要とする幼児，児童及び生徒に対す
る理解

教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マ
ネジメントを含む。）

道徳,総合的な
学習の時間等の
指導法及び生徒
指導,教育相談
等に関する科目

教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含
む。）

教育の基礎的理
解に関する科目

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想

教職の意義及び教員の役割・職務内容（チーム学校
運営への対応を含む。）

幼幼稚稚園園教教諭諭一一種種免免許許状状

科　目　の　区　分 授　業　科　目 単位数
最低修得
単位数
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１１２２  教教職職実実践践演演習習及及びび教教員員免免許許ポポーートトフフォォリリオオににつついいてて 
  

＜＜教教職職実実践践演演習習ににつついいてて＞＞  

「教育職員免許法施行規則」の一部改正により，平成 22




